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全国循環器撮影研究会会則 
 

第 １ 章  総     則 
 
第 １ 条  本会は全国循環器撮影研究会（Japanese  Society  of  Circulatory  Technology）

と称する（以下本会という）。 
第 ２ 条  本会の事務局は会長の指定する場所に置く。 
 

第 ２ 章  目的および事業 
 
第 ３ 条  本会は放射線撮影技術学における循環器撮影およびその関連技術に関する研究発表、

知識の交換並びに会員の資質の向上と相互の親睦をはかることを目的とする。 
第 ４ 条  本会は前条の目的達成のため、次の事業を行う。 
       １．学術研究発表会、講演会の開催。 
       ２．機関誌の発行。 
       ３．その他本会の目的達成に必要なこと。 
 

第 ３ 章  会     員 
 
第 ５ 条  本会の会員は次のとおりとする。 
       １．正会員  本会の目的に賛同し会費年額 3,000円を納める者。 
       ２．賛助会員 本会の目的に賛助し会費年額１口 30,000円で、１口以上を納める者ま

たは団体。 
第 ６ 条  本会に入会しようとする者は、所定の入会申込書を事務局に提出するものとし、職種、

資格は問わない。 
第 ７ 条  会員はすべて機関誌の配布を受け、本会の主催する研究発表会、その他の事業に参加

することができる。 
 

第 ４ 章  役     員 
 
第 ８ 条  本会に次の役員を置く。 
       １．会長   １名   ３．理事  若干名 
       ２．事務局長 １名   ４．監事   ２名 
第 ９ 条  会長および監事は本会の総会において正会員中より選出する。会長は本会を代表し会

務を統括する。 
第 10 条  事務局長および理事は会長が推薦し、本会の総会の承認を得る。 
第 11 条  常任理事は理事中より会長が指名し、会長を補佐する。 
第 12 条  役員の任期は 1ヶ年とする。ただし、再任をさまたげない。 
第 13 条  本会は顧問を置くことができる。顧問は理事会において決定する。 
 

第 ５ 章  会     議 
 
第 14 条  会議は総会、理事会、常任理事会とする。 
第 15 条  総会は毎年１回以上開催し、会長が招集する。総会では会務を報告し、会則の変更等、

重要事項を審議決定する。
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第 16 条  総会の議事は出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところに
よる。 

第 17 条  理事会は理事によって構成され、本会の重要事項を審議する。 
第 18 条  常任理事会は常任理事により構成され、会長を補佐し、本会の運営について審議し、

その事業を執行する。また、会長に事故あるときは次期総会までの間、職務代行者を
推薦する。 

第 19 条  理事会、常任理事会は会長が招集する。 
 

第 ６ 章  会     計 
 
第 20 条  本会の経費は会費、寄付金およびその他の収入をもって充当する。 
第 21 条  監事は本会の事業および会計内容について年１回以上の監査を行わなければならな

い。 
第 22 条  本会の会計年度は毎年４月１日より始まり翌年３月３１日に終る。 
 

付       則 
１．会長は、本会則に規定しない事業等を行った場合、理事会に報告し承認を得なければならない。 
２．この会則は平成２年４月４日より施行するものとする。 
  平成 ８年３月３１日一部改訂 
  平成１４年４月 ６日一部改訂 
  平成１６年４月 ９日一部改訂 
３．本会の推進母体は次に掲げる各研究会である。 

北海道アンギオ研究会    東北循環器撮影研究会   新潟アンギオ画像研究会 
循環器Ｉ・Ｓ研究会     循環器画像技術研究会   東海循環器画像研究会 
北陸アンギオ研究会     関西循環器撮影研究会   九州循環器撮影研究会 
中四国循環器画像技術研究会
     

 
 
 
 


